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3-2-5 基本設計図 

図 3-2-17 計画平面図 

図 3-2-18 船揚場標準断面図 

図 3-2-19 波除堤 標準断面図 

図 3-2-20  防波護岸① 標準断面図 

図 3-2-21 防波護岸② 標準断面図 

図 3-2-22 防波護岸③ 標準断面図 

図 3-2-23 岸壁（-4m） 標準断面図 

図 3-2-24 岸壁（-3m） 標準断面図 

図 3-2-25 岸壁正面図 

図 3-2-26 擁壁 標準断面図 

図 3-2-27 管理棟 1 階平面図 

図 3-2-28 管理棟 2 階平面図 

図 3-2-29 管理棟 立面図 

図 3-2-30 ワークショップ 平面・断面・立面図 

図 3-2-31 ウィンチ小屋 平面・断面・立面図 

図 3-2-32 船置き場 平面・断面・立面図 

図 3-2-33 受水槽・浄化槽 平面・断面・立面図 

図 3-2-34 ゴミ置き場 平面・断面・立面図 
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図 3-2-17 計画平面図 
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図 3-2-18 船揚場標準断面図 
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図 3-2-19 波除堤 標準断面図 
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図 3-2-20 防波護岸① 標準断面図 
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図 3-2-21 防波護岸② 標準断面図 
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図 3-2-22 防波護岸③ 標準断面図 
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図 3-2-23 岸壁（-4m） 標準断面図 
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図 3-2-24 岸壁（-3m） 標準断面図 



3-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-25 岸壁正面図 
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図 3-2-26 擁壁 標準断面図 
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図 3-2-27 管理棟 1 階平面図 
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図 3-2-28 管理棟 2 階平面図 
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図 3-2-29 管理棟 立面図 
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図 3-2-30 ワークショップ 平面・断面・立面図 
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図 3-2-31 ウィンチ小屋 平面・断面・立面図 
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図 3-2-32 船置き場 平面・断面・立面図 
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図 3-2-33 受水槽・浄化槽 平面・断面・立面図 
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図 3-2-34 ゴミ置き場 平面・断面・立面図 
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3-2-6 施工計画／調達計画 

本プロジェクトは日本国政府による無償資金協力事業により実施する。したがって、所定

の工期内に竣工すべき制約がある事を考慮し、適切な工法計画、資機材調達計画、工程計画、

品質管理計画を立案し、適切な施工規準、施工管理の下に工事を実施する。 
 

3-2-6-1 施工方針／調達計画 

(1) 事業実施に係る基本事項 

① SJDS漁港施設改善計画の実施に関し、日本国政府及び「ニ」国政府との間の交換公文（E/N）
が締結された後、日本国籍を持つコンサルタントと「ニ」国政府との間でコンサルタント契

約が結ばれる。 
② コンサルタントは工事に必要な図面、仕様書、積算書及び工事入札、契約に必要な図書の作
成を行い、「ニ」国政府の承認の上、入札資格審査、入札書類の審査手続きを経て、入札に

より日本法人の建設会社が選定される。 
③ 建設工事は「ニ」国政府と建設会社との間で締結される工事契約に基づいて行われる。 
④ 本計画の全体工期は施設規模・内容及び建設予定地の立地条件から判断して、実施設計を含
めて約 21ヶ月が必要となる。 

 
(2) 施工方針 

① 本計画予定地は風光明媚な観光地の南端に位置し、季節によって国内外からの観光客が大型
客船や陸上交通を利用して訪れている。しかし、市内の道路の舗装状況は悪く、多数のポッ

トホールや凹凸が見られる。また、道路を横断する電線の高さが低く、大型車輌の通行に支

障を来たす恐れのある箇所がある。したがって、工事資機材の搬入時期や経路等を十分に考

慮し、コンクリートの製造等はできる限り計画地内で作業を行う計画とする。 
② 本計画で建設する SJDS漁港施設は、既存岸壁に隣接する海域を埋立造成して物揚場及び機
能施設を整備する。したがって、陸揚岸壁及び船揚場の施工は漁船の航行への影響が少なく、

既存岸壁での漁獲物の水揚げに影響を来たさない陸上施工とする。また、埋立て地盤の不等

沈下に対しては良質な埋立材を用いるとともに、締固めを十分に行なって施工するものとす

る。 
③ 冷凍庫、製氷・貯氷設備は、品質、耐久性の面を考慮して、第三国または日本からの調達と
し、その組立、立上工事は第三国または日本からの派遣技術者の指導のもとに行う。 

 
(3) 調達方針 

現地で供給可能な資機材についてはその品質と供給能力を十分検討し、できる限り現地調

達を優先し、日本からの調達はコスト面から最小限にとどめる。 
 

3-2-6-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 建設事情 

1) 建設会社 

「ニ」国の建設会社は一般的に大規模な工事経験が少なく、特に海上工事についてはほと
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んど経験がないが、一般建築工事、設備工事、道路工事等の施工は可能と考えられる。ただ

し、工事規模の点から日本の建設会社は現地の施工業者をサブコントラクターとし、特殊性、

専門性の高い工種は、建設機械、特殊技術者を海外調達して直営施工により行うこととする。 
 

2) 建設機械 

「ニ」国には建設機械のリース会社が１社あり、比較的リース可能な建設機械はバックホ

ウ、ブルドーザー、モーターグレーダー、ダンプトラック等の道路工事用の機械に限定され

る。また、これらの建設機械は地元建設会社も所有している。本計画ではクローラクレーン

またはクレーン付きトラック等の重機類が長期的に必要となるが、基本的に近隣諸国で調達

可能なものは第三国調達することとし、不可能な機械類は日本からの調達とする。 
 

3) 建設資材 

「ニ」国内で生産されている材料は、道路用骨材、コンクリート骨材、道路用ブロック及

び建築用ブロック等である。その他の建築用資材のほとんどは第三国から輸入されている。

輸入先については、これらの品質、耐久性等を十分に考慮して決定する。その他の資材につ

いては、市中の工場、代理店、商店からの調達が可能であるが、在庫が必ずしも十分でない。

したがって、これらの資材を安定供給するためには、あらかじめ在庫管理ができるよう代理

店等との綿密な連携が必要となる。 
 

4) 労働者 

冷凍庫及び製氷施設の据付、調整には第三国または日本からの熟練技術者の指導が必要と

なる。また、コンクリートブロックの据付等においては日本人熟練工の指導が必要となる。

なお、一般熟練工は現地または近隣諸国からの調達とする。 
 
(2) 施工計画立案における留意事項 

1) 工事中の既存岸壁の運営 

本計画の工事期間は 1 年以上を要するものと考えられる。本計画には既存岸壁前面の拡張
も含まれているため、現在、既存岸壁上で行われている漁業活動や観光事業に支障を来たさ

ない施工計画を立案する必要がある。したがって、新岸壁と既存岸壁前面の 2工区に分け、2
段階施工を行う必要がある。 

 
2) 工事中の手順（案） 

① 背後地の山を切り崩し、漁港用地を必要な面積まで拡張する。また、良質な土砂は岸壁の構
造に影響を与えない範囲で埋立材として使用し、順次、埋立てを行う。なお、埋立地には漁

港機能施設である荷捌き場や管理棟などが建設されるため、所定の強度を確保できるよう十

分に締固めを行う。 
② クレーンにて新岸壁の床掘り、捨石基礎、コンクリートブロック据付等を行う。また、波除
堤も同時施工で建設する。 

③ 新岸壁上部コンクリート工を施工し、裏込め材を所定の地盤高まで仕上げる 
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④ 荷捌き場、製氷・冷蔵庫棟などの漁港機能施設と船揚場を同時施工で建設する。 
⑤ 製氷機など関連設備を据付け、試運転を行う。 
⑥ 部分的に供用を開始し、既存岸壁前面を仕上げる。 

 
(3) 施工上の留意事項 

① 現地の自然条件、特に海象条件を十分に考慮した適切な工事工程計画を立てる。 
② 日本からのスタッフ、専門技術者の派遣は、工事進捗状況に沿って適切な人数、時期、期間
を計画する。 

③ できる限り現地資材を多く採用し、外国からの資材調達を最小限にとどめる。 
④ 周辺を航行する漁船及び観光船等には十分な配慮を行う。 
⑤ 建設予定地までの移動には地域住民の一般道路を使用するため、工事車輌の往来には十分注
意し、事故の起こらないよう安全運転を徹底する。 

⑥ 建設予定地は SJDS港内に位置し混雑しているため、交通災害等の事故や漁業者の生活に支
障をきたすことがないよう十分配慮する。 

 

3-2-6-3 施工区分／調達・据付区分 

日本国側及び「ニ」国側の負担事業は、表 3-2-19に示すように区分される。 
 

表 3-2-19 日本国側と「ニ」国側の施工・調達区分 

日本国側の負担事業 
建設工事 

土木工事 ・物揚場、関連設備（階段、防舷材、照明灯、係船柱等） 
・波除堤、関連施設（ライトビーコン） 
・船揚場、関連設備（ウィンチ、船台等） 

建築工事 
 

・製氷・冷蔵庫棟、関連設備（製氷機・貯氷庫、砕氷機、冷蔵庫、受

電設備、非常用発電機、貯水タンク） 
・荷捌場 
・管理・仲買人事務所棟、関連設備（トイレ、浄化槽等） 
・ゴミ置き場 
・ボート修理小屋 
・給油・給水小屋 

 

調達機材 ・荷捌場関連機材（保冷箱、水揚げ魚洗浄用タンク、魚箱、秤、鮮魚

処理台、台車、フォークリフト、クレーン付きトラック等） 
・漁船修理関連機材（電動ドリル、コンプレッサー、溶接機、ガス溶

接切断機等） 
「ニ」国側の負担事業 
工事内容 電気・水道・電話の引込み 

計画施設に影響する既存施設（倉庫等）の撤去 
 

 
本プロジェクトは日本国政府の無償資金協力事業により実施され、日本国側及び「ニ」国

側の業務担当範囲については以下の通りであり、各々の費用負担によって遂行する。 
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(1) 日本国側担当範囲 

① 詳細設計、入札業務の補助及び設計監理等のコンサルタント業務 
② 本プロジェクトの日本国側建設工事に必要なすべての建設資材と労務の提供 
③ 本プロジェクトの日本国側建設工事及び機材調達に必要な輸入資機材の海上・内陸輸送の実
施及び輸送保険料 

④ 本プロジェクトの日本国側建設工事及び機材調達に必要な品質検査 
⑤ 建築工事に関する関連インフラについては、電力はプロジェクトサイト直近の電柱を責任分
解点として引込み工事以降のすべての部分、給水はプロジェクトサイトの境界線から内側の

給水配管以降のすべての部分、排水は工事のすべての部分、電話については躯体内部の空配

管の施工までを基本範囲とする。 
 
(2) ニカラグア国側担当範囲 

① 本プロジェクトの建設予定敷地の確保（建設予定地に含まれる既存建築物の解体工事、障害
物の撤去工事） 

② 本プロジェクト建設予定地際の給水本管よりプロジェクトサイト境界線までの給水引込工事 
③ 本プロジェクト建設予定地境界線直近の電柱までの電力引込み工事 
④ 本プロジェクトに含まれる管理棟及び他施設に必要となる事務機器・電話機類・家具等の調
達及び設置 

 

3-2-6-4 施工監理計画／調達監理計画 

日本政府の無償資金協力の方針に基づき、基本設計の趣旨を十分理解したコンサルタント

によってプロジェクトの一貫した円滑な実施設計業務、施工監理業務を実施する。 
施工監理段階において、コンサルタントは工事現場に十分な経験を有する常駐監理者を派

遣して工事監理、連絡を行うほか、工事進捗に合わせて必要時期に専門技術者を派遣し、検

査、施工指導を行う。 
 

(1) 施工監理の方針 

① 「ニ」国、日本国の関係機関、担当者と綿密な連絡、報告を行い、実施工程に基づき遅滞な
く施設の完成を目指す。 

② 設計図書に合致した施設建設のため、施工関係者に対して迅速かつ適切な指導及び助言を行
う。 

③ 可能な限り現地資材による現地工法の採用を優先させる。 
④ 施工方法・施工技術に関する技術移転を行う姿勢で臨み、無償資金協力プロジェクトとして
の効果を発揮させる。 

⑤ 施設完成引渡し後の施設の保守管理に対し、適切な助言と指導を行い、円滑な運営を促す。 
 

(2) 工事監理業務 

1) 工事契約に関する協力 

工事施工者の選定、工事契約方式の決定、工事契約書（案）の作成、工事内訳明細書の内
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容調査、工事契約の立会い等を行う。 
 

2) 施工図等の検査及び確認 

工事施工者から提出される施工図、材料、仕上げ見本、設備資材の検査等を行う。 
 
3) 工事の指導 

工事計画及び工事工程等の検討、工事施工者の指導、施主への工事進捗状況の報告書を行

う。 
 
4) 支払い承認手続きの協力 

工事中及び工事完了後に支払われる工事費に関する請求書等の内容検討、手続に関して協

力を行う。 
 

5) 検査立会い 

工事期間中必要に応じ、各出来形に対する検査を行い、工事施工者を指導する。コンサル

タントは、工事が完了し、契約内容が遂行されたことを確認の上、契約の目的物の引渡しの

立会い、施主の受領確認を得て業務を完了する。なお、建設中の進捗状況、支払い手続、完

成引渡しに関する必要事項を日本国政府関係者に報告する。 
 

3-2-6-5 資機材等調達計画 

本計画実施に必要な資機材の調達にあたっては、特に下記の事項に留意する。 
 

(1) 調達計画 

現地で供給可能な資機材について、その品質、供給能力を十分検討し、できる限り現地調

達を優先することとし、第三国あるいは日本からの調達はコスト面から最小限にとどめる。 
 

(2) 日本からの調達 

日本から調達される資材の中で、注文製作または国内加工が必要な資材は発注→製作→梱

包→出荷に期間を要するため、綿密な調達輸送計画を立てなければならない。また、建設機

械は、基本的に現地または近隣諸国から調達し、日本からの調達は最小限にとどめる。 
(3) 現地調達 

各種仕上げ材、設備機器等の特殊なものを除いた一般的な建築資材は、「ニ」国内で流通

している物が比較的多い。国内で調達可能な資材で、本プロジェクトの使用に対応が可能な

物はそれらを活用する計画とする。なお、特殊なものとは「ニ」国内で入手が困難なもの、

入手可能なものでも輸入のため納期が不明確なもの、品質に疑問があるもの等であり、これ

らの物は日本により調達することを検討する。 
現地調達資材のうち、主材料である石材、骨材等については、その産地、品質、運搬能力

等を十分考慮して決定する。 
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(4) コスト 

現地調達及び日本あるいは第三国からの調達を比較し、コストの安い方を採用する。日本

からの調達の場合には、梱包・輸送・保険・港湾費用の加算と免税扱いになる点に留意する。 
 

(5) 調達品目 

① 建設材料 
現地調達 ： 土木用石材、骨材、セメント、木材、一部の建設材料、給排水材量、給

電材料等 
日本調達 ： 防舷材、船揚用滑り材、一部の鋼材、受電盤・分電盤設備、非常用発電

機、耐塩害仕様の建築材料、ウィンチ、船台、製氷・貯氷設備、冷蔵庫

等 
第三国調達 ： なし 
 

② 機 材 
現地調達 ： なし 
日本調達   ： 荷捌場関連機材（水揚げ魚洗浄用タンク、魚箱、鮮魚処理台、台車、フ

ォークリフト、クレーン付きトラック等）、漁船修理関連機材（ボール

盤、電動ドリル、コンプレッサー、溶接機、ガス溶接/切断キット等） 
第三国調達 ： 保冷箱、秤。 
 

③ 建設機械 
現地調達 ： バックホウ（0.4～2.0m3）、ジェネレーター（35～300KVA）、クレー

ン付きトラック（10～22 ﾄﾝ）、ダンプトラック（11～20 ﾄﾝ）、トレー
ラー（20～30 ﾄﾝ）、ブルドーザー（10～36 ﾄﾝ）、ホイールローダー（0.5
～3.0 m3）、モーターグレーダー（3.1m）、タイヤローラー（8～10 ﾄ
ﾝ）、ロードローラー（10～12 ﾄﾝ）、コンクリートポンプトラック（55 
m3/h）、コンクリートバケット（1 m3）、コンクリートミキサー（1～
2 m3）等 

日本調達 ： なし 
第三国調達 ： 現地調達不可能なすべての建設機械 

 
3-2-6-6 品質管理計画 

本工事に使用する材料の品質に関する管理項目、管理内容、管理方法、品質規格、測定頻

度及び結果の整理方法は、特記仕様書（入札図書・図面・質疑応答等）及び港湾工事共通仕

様書に記載されている「港湾工事品質管理基準」に基づくものとする。ただし、現地ではア

メリカ基準（ASTM等）が一般的に使用されているため、これらの基準も勘案する。 
 
3-2-6-7 実施工程 

日本国政府の無償資金協力により本計画が実施される場合、両国間の交換公文（Ｅ/Ｎ）締
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結後に、「ニ」国政府によって日本国法人コンサルタントの選定が行われ、同国政府とコン

サルタントの間で設計監理契約が締結される。その後、実施設計、入札図書作成、入札・工

事契約及び建設工事を経て事業は完了する。 
 

(1) 実施設計業務 

「ニ」国の本計画の実施機関と日本法人コンサルタントとの間で、コンサルタント契約が

締結された後、契約書の日本政府による認証を経て、コンサルタントは実施設計を開始する。

実施設計では、基本設計調査報告書をもとに、実施設計図書、仕様書、入札要綱等の入札用

設計図書一式が作成される。この間、「ニ」国政府側と施設・機材の内容に関する協議を行

い、最終的に入札設計図書一式の承認を「ニ」国政府から得るものとする。 
実施設計の所要期間は、3ヶ月程度である。 
 

(2) 入札業務 

本計画施設の施工業者（日本法人建設会社）は、入札により決定される。入札は、入札公

示、入札参加願いの受理、資格審査、入札図書の配布、入札、入札結果評価、工事請負会社

指名、工事契約の順に行われ、2ヶ月を要する。 
 

(3) 建設工事 

工事契約締結後、契約書の日本政府による認証を経て工事に着手する。本計画の施設規模・

内容、現地建設事情等を考慮し、不可抗力による事態が起こらないという前提のもとに工期

を試算した結果、工期は約 16ヶ月が必要である。 
交換公文（E/N）締結以後、竣工に至る本事業の実施工程は図 3-2-35に示すとおりである。 
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図 3-2-35 実施工程表 
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3-3 相手国分担事業の概要 

本調査実施期間中に、ミニッツ等で確認された相手国側負担事項は以下のとおりである。 
 

① 本計画に必要な用地の確保と土地所有者の明確化及び工事用の仮設ヤードの確保 
② 計画サイトへの電気、水道、電話の接続 
③ 「ニ」国へ輸入される機材の通関における免税処置 
④ 認証された契約及び契約に係る業務を遂行するために「ニ」国に入国する日本人に対し、「ニ」
国で課せられる税金その他の課徴金の免税 

⑤ 認証された契約に係る業務を遂行するために「ニ」国に入国する日本人に対し、同国入国及
び滞在に必要な便宜を与えること 

⑥ 銀行取極め及び支払受権に係る手数料 
⑦ 工事に必要な「ニ」国内での許可・認可取得 
⑧ 日本国の無償資金協力によって建設された施設の適切かつ有効な利用 
⑨ 本計画に必要な費用で、日本の無償資金協力の範囲外の一切の費用の負担 
⑩ 本計画の実施に必要な予算及び人員の確保 
⑪ 施設建設に係る建設許認可が必要とされた場合の速やかな措置 
⑫ 本計画に対する環境アセスメントが必要とされた場合、環境影響評価の実施 
⑬ 要請している施設・機材の維持管理に関する ADPESCAと EPNの責任範囲の明確化 
⑭ 関係機関（MIFIC／ADPESCA、EPN、SJDS市長、漁業者代表等）で構成される漁業施設
調整委員会の発足と第１回委員会の開催 

⑮ 漁業者・仲買業者への施設の解放及び漁業者の組織化 
 
3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 事業実施体制 

「ニ」国によれば、プロジェクトの実施体制を SJDS漁業施設運営調整委員会（会社組織
で言うところの取締役会）のもとに、運営維持管理組織を設立する計画である。施設・機材

は｢ニ｣国政府が所有し、運営維持管理組織の運営予算・人事等は行政から独立させた組織と

している。調整委員会は非常勤委員で構成され、委員長を ADPESCA局長、委員を EPN代
表者、SJDS市長、外務省経済関係協力庁代表、SJDS零細漁民代表、運営維持管理体制のジ
ェネラルマネージャーで構成する。 
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SJDS漁業施設調整委員会
（経営・調整機能）
　　　委員長：ADPESCA局長
　　　委員：①EPN代表
　　　　　　　②SJDS市長
　　　　　　　③外務省経済協力庁代表
　　　　　　　④SJDS零細漁業者代表
　　　　　　　⑤運営維持管理体制のｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ

ジェネラル・マネジャー

SJDS運営維持管理体制

総務・経理部門

漁民講習・訓練部門

漁港海域管理部門

埠頭管理部門

市場管理部門

機械・漁船修理場管理部門

 
図 3-4-1 事業実施体制 

 
3-4-2 運営維持管理組織 

本施設を運営維持管理するには、SJDS 漁業施設調整委員会の委員であるジェネラルマネ
ージャーの下に 6 部門の機能を配した運営維持管理組織を設置する必要がある。部門毎の所
掌事項は次のとおりである。 

 
(1) 漁港海域管理部門 

漁港海域管理部門は①航路・回頭域管理、②係留域管理、③気象予報情報などの提供、④

海難救助支援などを担当することになる。実務的には EPN 及び海軍の所掌範囲となる。運
営維持管理体制の組織からは外して考えるが、埠頭管理部門やジェネンラルマネジャーは

EPN及び海軍と緊密な連携をとる必要がある。 
 
(2) 埠頭管理部門 

埠頭管理部門は岸壁周りの運営管理にあたる。その職掌範囲は①水揚（クレーン付きトラ

ックによる陸揚げ）作業、②陸揚げ魚の運搬、③給油、給水、施氷作業、④修理船の上下架

作業などである。 
 

(3) 市場管理部門 

市場管理部門は水揚魚の市場管理を行なう。その職掌範囲は①競り（オークション）、②
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荷捌き、③冷蔵･冷凍処理、④仲買人管理、⑤各種代金徴収、⑥一次処理などである。 
 
(4) 機械・漁船修理場管理部門 

機械・漁船修理場管理部門は施設・設備管理と修理場等のサービスを行なう。その職掌範

囲は①製氷設備管理、②冷蔵・冷凍室設備管理、③非常用発電機等電気設備の保守管理、④

漁船修理用機材及び修理場の管理、⑤クレーン付きトラック、フォークリフト等の車両保守・

整備などである。 
 
(5) 総務・経理部門 

総務・経理部門は組織管理及び企画立案や経理・資金管理を実施する。その職掌範囲は①

人事管理、②諸規定の制定、③企画立案、④経理管理、⑤資金管理などである。なお、ジェ

ネラルマネジャーの秘書はこの部門に所属する。 
 
(6) 漁民講習・訓練部門 

漁民講習・訓練部門は零細漁民支援を目的とし、①漁撈技術の講習、②衛生管理講習、③

生活向上講習、④各種技能講習、⑤レクリエーションの実施などを職掌範囲とする。この部

門は ADPESCAが主体的に運営する部門であり、漁業普及員の派遣、各種訓練・講習のメニ
ュー作成、年間活動計画、トレーナーの選出などを検討し実施する。 

 
表-3-4-1 に運営維持管理組織の所要人員数と機能及び協力事業への課題を示す。なお、運
営維持管理組織は独立採算性を基本とすることから、必要最小限の人員で効率良く運営がで

きるようソフトコンポーネントによる支援が重要になる。 
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表-3-4-1 SJDS 漁業施設運営維持管理組織と協力事業への課題 

ジェネラル　
マネージャー 上級職員 職員 助手/秘書

（１）漁港海域管理部門 EPNと海軍による管理 ｢ニ｣国で対応可能
①航路・回頭域管理 ①EPNの支援
②係留域管理 ②海軍との連絡調整
③気象予報情報等の提供 ③予報配信方法
④海難救助支援 ④救助システム

（２）埠頭管理部門 1 2 引渡時訓練対象
①水揚作業 漁船員 ①クレーン操作訓練
②陸揚魚の運搬 漁船員 ②機械操作訓練
③給油、給水、施氷作業 漁船員 ③車両操作訓練
④修理船の上下架作業 漁船員

（３）市場管理部門 （１） （２） （２） ソフトコンポーネント対象

①競り（オークション） 漁船員 ①ｵｰｸｼｮﾝ手法訓練
②荷捌き 漁船員 ②荷捌き手法訓練
③冷蔵・冷凍処理 ③冷蔵用一次処理訓練
④仲買人管理 ④冷蔵庫組付き訓練
⑤各種代金徴収 　
⑥鮮魚一次処理

（４）機械・漁船修理場管理部門 2 3 引渡時訓練対象
①製氷設備管理 ①保守技術者の養成
②冷蔵・冷凍室設備管理 ②保守整備記録訓練
③電気設備の保守管理 ③緊急時訓練
④漁船修理場の管理 ④機材貸出管理
⑤車両等保守・整備

（５）総務・経理部門 1 1 1 1 ｢ニ｣国で対応可能
①人事管理 一部ソフトコンポーネント対象

②諸規定の制定 ①企業会計
③企画立案
④経理管理
⑤資金管理

（６）漁民講習・訓練部門 （１） （１） （１）ADPESCA ADPESCA/長期専門家
①漁撈技術の講習 漁船員 ①漁業普及員の整備
②衛生管理講習 漁船員 ②訓練・講習メニュー
③生活向上講習 漁船員 ③年間活動計画
④各種技能講習 漁船員 ④トレーナーの選出
⑤レクリエーションの実施 漁船員

1 4 6 1
　 12

合計

協力事業への課題機能 部門名

零細漁民
支援機能

組織管
理・企画
機能

施設設備
管理機能

水揚魚の
市場管理
機能

職員構成

埠頭周り
運営管理
機能

海域管理
機能

 
 
3-4-3 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

1) ソフトコンポーネントの位置づけ 

本プロジェクトが実施され、新たに漁港基本施設・設備等が整備されることで、輸出業者

や仲買人との相対取引で不利な立場に置かれている零細漁民は対等な関係で水揚魚の取引が

可能になり、生活向上、就業意欲の向上、水揚歩合の向上などが図れる。しかし、SJDS に
おいては、これら施設・設備等の運営経験がまったくないことから、荷捌き場を含めた水揚

魚の市場管理機能がスムーズに始動できるようにすることが不可欠である。 
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2) ソフトコンポーネント導入の必要性 

｢ニ｣国では荷捌き場を含めた水揚魚の市場管理に対し十分な経験がないため、現行の相対

取引形態を踏まえたうえで導入可能な市場管理手順を技術移転することが必要である。 

 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

SJDS 漁業施設運営維持管理組織へのソフトコンポーネントの実施により、施設運営初期
段階から「ニ」国側で施設運営が実施可能になることが目標である。 

 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネント完了時に達成すべき成果は以下のとおりである。 
① 市場管理機能を理解し、自主運営できる。 
② 市場管理手順の取得 
③ 荷捌き場での陸揚げ魚の仕分け手順の取得 
④ 冷蔵対象魚の一次処理技術・手順の取得 
⑤ 水揚量と卸出荷額の正確な把握のための記録標準の取得 
 

(4) 成果達成度の確認方法 

「ニ」国カウンターパートへの教育・訓練を通じて、SJDS 漁業施設で実施可能な作業標
準、手順、帳票等が作成されたことで成果達成度を確認する。 

① 市場管理機能の責任・権限一覧 

② 荷捌き場作業標準と記録簿作成標準 

③ 鮮魚の一次処理技術マニュアル及び緩慢凍結作業手順 

④ 実施状況進捗報告書 

 

(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

プロジェクトは平成 19年 2月に完工予定である。本ソフトコンポーネントは漁業施設運営
に係わるものであり、平成 19年 1月に 0.5ヶ月間実施する。 

 
1) 活動内容 

① ターゲット・グループ 

「ニ」国側ターゲット・グループは以下のとおりである。 

・SJDS漁業施設の運営維持管理組織の職員（12名） 
・零細漁民代表者と仲買人（漁民代表 70人程度及び仲買人 9人） 
 

② 実施方法 

邦人コンサルタントを現地に派遣し、カウンターパートである運営維持管理組織のジェネ

ラルマネージャー及び市場管理部門責任者を指導・教育し、責任・権限一覧、作業標準、手

順、帳票類を整備する。 
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③ 実施リソース 

「ニ」国では本プロジェクトのような漁業施設の運営実績がないため、以下に示す邦人コ

ンサルタント１名及び現地補助員 1名による直接支援型が適当である。 
・組織設計担当（邦人コンサルタント、3級）  0.5人・月 
・補助員（現地傭人）              0.5人・月 

 

④ 成果品の種類 

成果品の種類は以下のとおりである。 
・SJDS管理運営組織の責任・権限一覧 
・SJDS漁業施設の作業標準 
・SJDS漁業施設の標準帳票 
・実施状況報告書 

 
(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

ソフトコンポーネントの実施は上述したように邦人コンサルタント１名と現地補助員 1 名
で実施するが、基本設計調査担当コンサルタントから調達することが、成果の効果、効率性

及び基本設計思想との整合性から適当である。 
 
(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

① 活動実施計画 

活動実施計画は以下に示すとおりである。なお、活動実施に関しては実施状況報告書を提

出することとする。 
 

・カウンターパート及び零細漁民の代表者との協議により、活動実施計画を策定する 
・①市場管理に関する責任・権限一覧の策定、②荷捌き場作業標準、③記録簿作成標準、④

鮮魚の一次処理技術マニュアル及び緩慢凍結作業手順を策定する 
・活動成果のとりまとめ 

 

② 活動実施工程 

月
項目
実施項目（0.5ヶ月）
①市場管理に係る責任・権限一覧の作成

②荷捌き場作業標準案の策定

③市場取引手法標準案と記録簿作成標準案の策定

④鮮魚の一次処理技術マニュアル案及び緩慢凍結作業手順案の策定

⑤活動成果のとりまとめ

平成19年1月
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(8) ソフトコンポーネントの成果品 

① 市場管理機能の責任・権限一覧 

② 荷捌き場作業標準と記録簿作成標準 

③ 鮮魚の一次処理技術マニュアル及び緩慢凍結作業手順 

④ 実施状況進捗報告書 

 
3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を日本国政府の無償資金協力によって実施する場合に必要となる事業費総額は、約

12.34億円となる。ただし、概算事業費は即交換公文書上の供与限度額を示すものではない。
先に述べた日本国政府と「ニ」国政府との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す

積算条件をもとに次のように見積もられる。 
 

(1) 日本国側負担経費 

概算総事業費           約 1,234 百万円 
SJDS漁港の整備 

費   目 概算事業費（百万円）

漁港土木工事 
・物揚場、関連設備 
・波除堤、関連設備 
・船揚場、関連設備 

579 
 
 
 
施設  

漁港建築工事 

・製氷・冷蔵庫棟、関連設備 
・荷捌場棟 
・管理・仲買人事務所棟、関連設備

・ゴミ置き場 
・ボート修理小屋 
・給油・給水小屋 

 

501 

1,080

 
機材 

 ・荷捌場関連機材 
・漁船修理関連機材 48

実施設計・施工監理 106
 

(2) 「ニ」国側負担経費 

「ニ」国側負担経費は約 71,700US$（約 7.9百万円）となる。詳細は以下のとおりである。 
① 電気引込み（約 100m）： 180US$/mX100m=18,000US$（約 2.0百万円） 
② 水道引込み（約 300m）： 79US$/mX300m=23,700US$（約 2.6百万円） 
③ 事務機器及び家具      ： 30,000US$（約 3.3百万円） 
 

(3) 積算条件 

① 積算時点      ：平成 16年 12月 
② 為替交換レート：1US$ ＝109.92円、1CS$ ＝6.87円 
③ 施工期間      ：詳細設計及び工事の実施期間は、実施工程表に示すとおりである。 
④ その他        ：本計画は、日本政府の無償資金協力の制度にしたがって実施されるも

のとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本プロジェクトの過去 5 カ年間の SJDS での平均年陸揚げ量（2357 トン/年）をベースに
した運営収支は表 3-5-1 に示すとおりで、「ニ」国政府が計画している独立採算性は成立す
る。運営収支計算では新たな水揚げシステムや荷捌きシステム導入に伴う費用を漁民へ過度

な負担がかからないように安価に設定している。なお、製氷機、冷蔵庫等の冷却装置につい

ては 6 年程度で、クレーン付きトラック、フォークリフト等については定期的な点検・補修
を適正に行なえば 10年程度で更新が必要になるため、利益は維持管理費として不測の事態に
も対応できるよう、積上げて確保しておかなければならない。 

 

表 3-5-1 SJDS 漁業施設改善計画の収支 

収入項目 単位 単価 数量 月 合計 支出項目 単位 単価 数量 月 合計
１．岸壁使用料(陸揚げ・準備2回） １．人件費(給与）
（１）パンガ 回・隻 1 576 12 6,912 （１）ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 人 600 1 12 7,200
（２）ランチャ 回・隻 5 72 12 4,320 （２）上級職員 人 350 4 12 16,800
（３）その他 回・隻 2 12 12 288 （３）補助員 人 175 6 12 12,600

小計 11,520 （４）秘書 人 100 1 12 1,200
２．陸揚げ・荷捌き取扱料 小計 12 12 37,800
（１）パンガ トン 20 144 12 34,560 ２．人件費（年金・保険）
（２）ランチャ トン 100 72 12 86,400 （１）ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 人 93.3 1 12 1,120
（３）その他 トン    （２）上級職員 人 56 4 12 2,688

小計 120,960 （３）補助員 人 112 6 12 8,064
３．冷蔵庫保管料 （４）秘書 人 16 1 12 192
（１）チルド室（鮮魚） トン 31 32.4 12 12,053 小計 12 12,064
（２）冷蔵室（凍結魚） トン 187 3.6 12 8,078 人件費合計 12 49,864
（３）その他 トン 31 12 0

小計 20,131 ２．支出（給水・電気）
４．氷・水販売料 （１）事務所電気料 kwh 0.12 47,100 12 67,824
（１）パンガ トン 37 216 12 95,904 （２）製氷機電気料 kwh 0.12 45,115 12 64,966
（２）ランチャ トン 37 108 12 47,952 （３）冷蔵庫電気料 kwh 0.12 14,760 12 21,254
（３）小売 トン 37 150 12 66,600 （４）港内外灯電気料 kwh 0.12 10,000 12 14,400
（４）船舶給水 トン 0.89 130 12 1,388 （５）ワークショップ電気料kwh 0.12 5,000 12 7,200

小計 211,844 （６）荷捌き場電気料 kwh 0.12 5,000 12 7,200
５．漁船修理場使用料 （７）仲買人事務所電気料kwh 0.12 5,000 12 7,200
（１）陸揚げ・修理場使用料隻/月 40 4 12 1,920 （８）トイレ電気料 kwh 0.12 2,000 12 2,880
（２）修理機材賃貸料 日 10 15 12 1,800 （９）浄化槽電気料 kwh 0.12 2,000 12 2,880
（３）その他     （１０）その他電気料 kwh 0.12 5,000 12 7,200

小計 　 3,720 電気料合計 203,004
６．仲買人事務所賃料  （１）船舶給水料 ton 0.89 130 12 1,388
（１）域内仲買人 月 8 6 72 3,456 （２）荷捌き場給水料 ton 0.89 78 12 833
（２）域外仲買人 月 8 3 36 864 （３）製氷用水 ton 0.89 520 12 5,554
（３）小売 月 8 0 0 （４）冷蔵用水 ton 0.89 168 12 1,794
（４）その他 0 （５）ワークショップ給水料ton 0.89 5 12 53

小計 4,320 （６）加工場給水料 ton 0.89 40 12 427
７．その他 （７）事務所給水料 ton 0.89 70 12 748
（１）パンガ用保冷箱500l貸出料個/月 5 24 12 1,440 （８）その他 ton 0.89 100 12 1,068
（２）パンガ用保冷箱300ｌ貸出料個/月 3 12 12 432 給水合計 11,865
　 0 ３．事務所経費（電話含む）月 7,000 1 12 84,000

 小計 1,872 ４．積立金（部品等購入費）月 1,000 1 12 12,000
収入合計 374,368 支出合計 360,733

（単位：USドル）

 

注：陸揚げ・荷捌き料：パンガは 0.02US$/kg(0.3CS$/kg),ランチャは 0.1US$/kg(1.6CS$/kg) 
  冷蔵庫保管料：チルドは 0.031US$/kg(0.5CS$/kg)、凍結魚は 0.187US$/kg(3.0CS$/kg) 
  氷販売価格：0.037US$/kg＝27CS$/qq 
 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業を円滑に実施するため、交換公文締結後「ニ」国による速やかな対処が望ま

れる留意事項を以下に示す。 
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①「ニ」国政府による建築許可申請に必要な環境影響評価の実施や海洋土木工事および背後山地

の掘削等に係わる許認可取得等の手続きを迅速かつ遅滞なく実施すること。 

 

② 工事を実施する港湾区域は市街地に隣接し、工事用仮設ヤードの取得が困難である。工事実

施のため港湾区域内、港湾上屋あるいは近隣の政府所有地を仮設ヤードとして確保するこ

と。 

 

③ 港湾は現在稼働中であり、建設用地内には「ニ」国側負担事項としての撤去工事をおこなう

べき施設も多くある。工事区域のサイトクリアランスが遅れると事業実施に大きな影響を及

ぼすことから、速やかな撤去・移転工事を実施すること。 

 

④ 工事期間中は漁船の水揚活動に支障をきたすことから、一部漁船利用に制限を行なう時期が

発生する。漁船への制限時期などの周知、及び協力を指導すること。 

 

⑤ 港湾区域はアクセスが限られており、かつ保安上の理由から厳しいゲート管理が実施されて

いるが、工事を遅滞なく進めるためにゲート管理の制限の解除など実施すること。 

 

⑥ 床堀工事にともない発生する海底土砂の海洋投棄などが必要にある場合には海洋投棄の許可

の調整・斡旋すること。 

 

3-7 当港建設工事に関する環境への影響 

当プロジェクトの実施に当り、1994 年 10 月 28 日に公布された「環境影響に関する許可
と評価についての細則、政令 No.45-94」に基づいて、プロジェクトの実施者である
ADPESCA は MARENA に対し、環境許可書の申請を行わなければならないと同時に MTI
に対しても建設許可の申請を行わなければならない。 
また、工事中及び完成後も当プロジェクトが適用を受ける環境に関する規則として以下の

もの等がある。 
 

・ 官報 1995年 6月 26日 政令第 33-95号 生活・工業・農業廃水排出汚染管理規定 
・ 官報 2003年 7月 9日  政令 9-96号 環境天然資源一般法の細則 建設のための資材採
掘場利用に関する環境基準 

・ 官報 2002 年 11 月 5 日 公示 「ニ」国強制技術基準 NTON05015-01 危険固形廃棄物
の管理と除去のための技術基準 

・ ニカラグア技術基準 05014-02 無害固形廃棄物の取り扱い、処理、最終処分 
 
ただし、工事の実施にあたってはMARENAにおいて、常に最新の環境基準を調査し遵守
しなければならない。 
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その他、工事車両は SJDS市街地の道路を通行することになる。市街地の道路は舗装道路
であるが、維持管理の状態は良好とは言えない。したがって、工事車両は十分に速度を落と

し、歩行者の安全と道路の損傷防止に努める必要が有る。 
 
建設地区の海岸は重要な観光資源である。したがって、床掘り、埋め立て等の工事中は汚

濁防止幕の設置等により、海水のにごりを防止する必要がある。 
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第 4章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

「ニ」国政府は、財政赤字解消に向けて、民間活力による輸出拡大を国家開発戦略の柱と

しており、豊富な資源を有する水産業の開発は最も有望視されている。水産開発の方向性と

して、主要輸出水産物に寄与するエビ・ロブスター漁業を始め、近年開発が進められつつあ

る浮魚漁業の促進・支援のために太平洋側の主要漁業拠点の整備を優先したい意向がある。 
「二」国水産業において、鮮魚の 60%以上が輸出向けに供され、そのうち 70%以上が零細

漁業に依存している。甲殻類及び底魚資源が漸減あるいは枯渇状態にある反面、浮魚資源は

未利用に近い状態である。しかし、埠頭、製氷施設などの零細漁業インフラの未整備なこと、

産地市場や消費地市場が十分に確立されていないこと、資源保護や漁業権の政策が実施され

ていないことなどから、開発ポテンシャルは高いにもかかわらず魚介類の消費水準は極めて

低い。1人当たりの魚肉摂取量は年間約4～5kgと低く、動物蛋白質摂取に占める割合は低い。
そのため、国民の栄養改善を図る上で豊富な未利用水産資源の開発利用は急務である。さら

に、「ニ」国政府が進めている貧困削減戦略に貢献するためにも零細漁民に対する漁業イン

フラ整備の緊急性は高い。 
基本設計調査段階における SJDSの問題点は以下のようにまとめられる。 

 
① 既存岸壁前面水深が干潮時 0.9m と浅く、かつ海面と岸壁の高低差が大きく、接岸面積が狭

いこと、既存防波堤の岸壁延長及び高さが不十分なため港内の静穏が保てないこと等により

水揚作業効率が低い 
② SJDS港が商港であるため、その保安管理が厳重であり零細漁民の利用に制限が多い。 
③ 遠方の都市（131km 離れたマナグア等）から施氷用氷を供給しているため氷の価格が高く、 
十分な氷を積載できないため、漁獲魚の鮮度保持が困難で浜での取引価格が低迷している。 

④ 零細漁民の収入は低く、仲買人や輸出業者との力関係も脆弱で貧困に喘いでいる。 
⑤ 漁業共同組合や漁船員労働組合の組織が未発達で、零細漁民の社会的地位が低い。 

 
以上の背景と問題点のもとで実施される本プロジェクトは以下に示す効果をもたらす。 

 
【直接効果】 
① 漁港施設が整備され、SJDS港の漁港機能が改善される。 
② 漁港へのアクセスが整備され、零細漁民が 24時間自由に漁港を利用できるようになる。 
③ 岸壁での水揚及び準備作業のために投入されるクレーン付きトラック等による埠頭サービス
により水揚労働者数が軽減される。 

④ 製氷施設によって、安価な氷を入手することが可能になり漁獲魚の鮮度保持ができる。 
⑤ 冷蔵施設によって、鮮度の良い魚の保存が可能になり、大漁時の値崩れ防止ができる。 
⑥ 岸壁から荷捌き場までを運営維持管理組織が管理することにより、鮮魚の取引に SJDS零細
漁民が主体的に係わることが可能になり、仲買人等への依存体質が改善される。 
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【間接効果】 
① SJDSの漁業従事者や SJDS市民のみならず、「ニ」国国民約 507万人に品質の良い水産物
の提供と外貨獲得手段を提供することができる。 

② 「ニ」国政府が政策としている太平洋側の漁港整備のモデルを提供することができる。 
 

計画実施による効果と現状改善の程度は以下のように整理される。 
 

表 4-1-1 計画実施による効果と現状改善の程度 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 
１．既存岸壁前面水深が干潮時

0.9m と浅く、かつ海面と岸
壁の高低差が大きく、接岸面

積が狭いこと、既存防波堤の

岸壁延長及び高さが不十分

なため港内の静穏が保てな

いこと等により水揚作業効

率が低い 

・ 水深MSL上-4m岸壁（物揚
場）110mの新設 

・ クレーン付きトラック 2台 
・ 氷、給油、給水等準備用サー

ビス施設 
・ 漁船修理場 

・ 水揚効率が飛躍的に向上する。

（ランチャ 3 時間、パンガ 0.5
時間） 

・ 準備時間の大幅低減（ランチャ

3時間、パンガ 0.5時間） 
・ 漁船修理頻度の向上 

２．SJDS港が商港であるため、
その保安管理が厳重であり

零細漁民の利用に制限が多

い。 

・ アクセス道路の整備 ・ 漁民の 24時間利用が可能 

３．遠方の都市（131km離れた
マナグア等）から施氷用氷を

供給しているため氷の価格

が高く、十分な氷を積載でき

ないため、漁獲魚の鮮度保持

が困難で浜での取引価格が

低迷している。 

・ 製氷機（10トン/日） 
・ 貯氷庫（20トン） 
・ 冷蔵・冷凍庫 
・ 一次処理場 

・ マナグアからの輸送コスト及

び溶融ロスの削減による安価

な提供値段 
・ 鮮魚取引価格の上昇 
・ 高級魚等の鮮度保持と凍結魚

の提供 

４．零細漁民の収入は低く、仲

買人や輸出業者との力関係

も脆弱で貧困に喘いでいる。 

・ 荷捌き場 
 

・ 漁民主体の取引 
・ 漁獲高、魚価の正確な情報 

５．漁業共同組合や漁船員労働

組合の組織が未発達で、零細

漁民の社会的地位が低い。 

・ 漁民集会場 ・ 漁民講習の実施 
・ 漁撈技術訓練の実施 
・ 生活向上のための各種講習 

 

4-2 課題・提言 

本計画施設の建設完了後、漁業施設の有効利用を図り、SJDS 漁業施設における課題を解
決するため実施機関である SJDS漁業施設運営維持管理組織は以下の点について十分留意し
管理運営にあたることを提言する。 

 
1) 適切な運営管理 

施設は SJDS漁業施設調整委員会の指導の下 SJDS漁業施設運営維持管理組織により管理
される。この体制は独立企業体を想定しており、効率的な運営をし、経費の削減に留意する

必要がある。 
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2) 安全・効率的な埠頭管理 

岸壁から荷捌き場までのエプロン部分は、本案件で調達されるクレーン付きトラックによ

り効率的な水揚・準備作業が実施される。水揚・準備作業の短縮は操業効率に大きく影響す

ることから、その作業標準を作成するとともに漁船員にも作業ルールを周知し、作業効率向

上には漁船員との協働作業が効率良く実施できるようにする必要がある。 
 
3) SJDS 漁業施設以外での取引の禁止 

零細漁民の収入増や就業意欲の向上を図るために、輸出業者や仲買人との取引を荷捌き場

に限定することが必要である。SJDS市及び監督官庁である ADPESCAは砂浜での取引や岸
壁での相対取引は禁止する措置を講ずる必要がある。 

 
4) 魚取引ルールの確立 

荷捌き場での漁獲物取引ルールを確立するとともに、これを漁業者や魚商（輸出業者、仲

買人、小売業者等）に教育し、徹底させる。また、ルールが遵守されるように漁港管理者は

指導・監督を行なう。 
 
5) 氷の使用 

製氷・貯氷施設が整備されることにより、漁獲物の鮮度保持、品質の高い鮮魚等の供給が

可能となる。漁港管理者は漁業者に対し氷の使用を奨励し鮮度の高い魚を供給するよう指導

する。 
 
6) 調達機材の使用 

保冷箱、魚箱、秤などの荷捌き場関連機材が整備され、漁港管理組織が漁獲物の管理を行

うことにより、漁業データの精度が向上する。漁港管理者は魚箱、秤など調達目的に合った

利用方法を漁業者や魚商（輸出業者、仲買人、小売業者等）に教育し、徹底させる。また、

漁船修理施設関連機材が整備されることにより、SJDS で修理可能な作業範囲が広がり、作
業効率が向上する。したがって、機材利用者にはルールが遵守されるよう指導・監督を行う。 

 

7) 漁民講習・訓練の実施 

SJDS 漁業施設運営維持管理組織は、ADPESCA の支援・指導を得ながら、漁民への漁撈
技術の普及や生活向上のための講習やレクリエーションなどを実施し、SJDS 漁業施設が漁
民のための生活向上に資するように活動する必要がある。 

 
8) 漁業統計 

SJDS 漁業施設でのランチャやパンガによる漁業生産性に関する統計を整備する必要があ
る。これは漁獲対象魚の資源状況や市場と浜値との動向を知り、漁民の生活向上策を検討す

るための資料として重要である。 
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4-3 プロジェクトの妥当性 

SJDS では漁業基本施設が整備されていないために、漁業操業経費の一部や氷の供給も輸
出業者や仲買人に依存していることによって漁獲物の鮮度保持が図れず取引価格が低迷し漁

民の生活向上が図れず就業意欲の低下を招いている。また、SJDS は「ニ」国太平洋側での
水揚第 1位にありながら、漁民が主体的に鮮魚取引にかかわれない状況にある。 
本プロジェクトの裨益対象は SJDS市やリバス県のみならず「ニ」国民約 570万人に上が
っており、国民に良質な魚を供給する効果とともに貴重な外貨獲得手段であることが期待さ

れている。同時に本プロジェクトは「ニ」国の国家開発戦略の 4 大目標のうち、①幅広い基
盤を持った経済基盤、②脆弱な集団に対する手厚い保護、に寄与することになる。 
本プロジェクト完成後は SJDS漁業施設調整委員会の指導の下、独立採算をベースとした

SJDS 運営維持管理組織によって運営されることになっており、「ニ」国からその具体的な
計画も示されている。 
以上のように、本計画による SJDS漁業施設の整備は無償資金協力による実現が強く望ま
れており、本計画は、その実施効果及び計画の性質から判断して妥当かつ有意義と考えられ

る。 
 

4-4 結 論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されるとともに、本プロジェクトが広

く BHN（Basic Human Need）の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部
に対して、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジ

ェクトの運営・維持管理についても、相手国側体制は人員・資金とも十分で問題ないと考え

られる。 
 



 

 

 

 

 

（ 資 料 編 ） 
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資料－１ 調査団氏名、所属 

 
現地調査の調査団員構成は、以下のとおりである。 

 
  氏   名        担   当       所   属  

 江尻 幸彦 総  括 JICA 無償資金協力部 

 (Mr. Yukihiko EJIRI)  審査室 主任審査員 

 

 佐藤 哲也 技術参与 水産庁 資源管理部国際課 

 (Mr. Tetsuya SATO)  海外漁業協力室 

     

 長澤 直毅 計画管理 JICA 無償資金協力部 

  (Mr. Naoki NAGASAWA)  業務第三グループ 

 

 松浦 榮一 業務主任／水産開発計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Eiichi, MATSUURA) ／環境社会配慮 

 

 生田目 信 土木施設計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Makoto NAMATAME) ／自然条件調査 

 

 花田 健義 建築計画 株式会社 エコー 

 （Mr. Takeyoshi HANADA）   

 

 根本 雄二 機材計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Yuji NEMOTO) 

 

 酒井 修二 施工計画／積算 株式会社 エコー 

  (Mr. Shuji SAKAI) 

 

 森本 孝 水産組織計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Takashi Morimoto) 

 

 渡辺 香容子 通  訳 株式会社 エコー 

  (Ms. Kayoko WATANABE)   
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基本設計調査概要説明の調査団員構成は、以下のとおりである。 
 
  氏   名        担   当       所   属  

 池田 則宏 総  括 JICA 無償資金協力部 

 (Mr. Norihiro IKEDA)  業務第三グループ 

 

 佐藤 哲也 技術参与 水産庁 資源管理部 国際課 

 (Mr. Tetsuya SATO)  海外漁業協力室  

     

 鶴岡 紀之 計画管理 JICA 筑波国際センター 

  (Mr. Noriyuki TSURUOKA)   

 

 松浦 榮一 業務主任／水産開発計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Eiichi, MATSUURA) ／環境社会配慮 

 

 生田目 信 土木施設計画 株式会社 エコー 

  (Mr. Makoto NAMATAME) ／自然条件調査 

 

 渡辺 香容子 通  訳 株式会社 エコー 

  (Ms. Kayoko WATANABE)   
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資料－２ 調査日程 

 

現地調査の調査日程は、以下のとおりである。 
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計
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計
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基本設計調査概要説明の調査日程は、以下のとおりである。 
 

　　　官団員(3名) 　　　コンサル団員(3名)

総括・技術参与･計画管理(3名)
業務主任/水産開発計画/環境社会配慮、
土木施設設計/自然条件調査、通訳

1 3月10日 木 成田　→　Houston、　Houston →　Managua

2 3月11日 金 水産監理局概要説明

3 3月12日 土 水産監理局概要説明

4 3月13日 日 団内会議

5 3月14日 月 成田　→　Houston、　Houston →　Managua 水産監理局概要説明及び協議

6 3月15日 火

7 3月16日 水

8 3月17日 木

9 3月18日 金

10 3月19日 土 Managua → Miami → New York Managua → Houston

11 3月20日 日 New York → Houston →

12 3月21日 月 成田 成田

水産監理局等（ミニッツ協議）

SJDS市長へのプレゼンテーション及び現地調査

ミニッツサイン（商工振興省、外務省経済協力局、水産監理局）

日数

外務省経済協力局、商工振興省、水産監理局　表敬及び協議

月日 曜日

 



A-6 

資料－３ 相手国関係者リスト 

（１） 外務省 

経済協力局 副大臣  Dr. Mauricio Gomez Lacayo 

ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ・ｵｾｱﾆｱ局副局長  Ms. Nelly Beteta Loaisis 

 

（２） 商工振興省（MIFIC） 

大臣（現地調査時）  Mr. Mario Arana Sevilla 

大臣（DBD 時）  Lic. Azucena Castillo 

次官  Mr. Mario Callejas Lopez 

大臣技術補佐官  Mr. Luis Alejandro Matus 

水産監理局長  Mr. Miguel Marenco Urcuyo 

水産監理局水産振興部長  Mr. Yuri Espinoza 

水産監理局水産振興部  Ms. Idalia Gonzales 

水産監理局調査研究所長  Mr. Manuel Perez Moreno 

水産管理局調査研究所員  Ms. Brenda Brenes Sotelo 

水産監理局 SJDS 立会人  Mr. Mauricio Mendoza Castillo 

 

（３） 運輸・インフラ省（MTI） 

次官  Dr. Alejangro Rios Castellon 

水上交通監理部長  Mr. Juergen Sengelmann B. 

水上交通監理部副部長  Mr. Roberto Torres Guerra 

水上交通監理部検査・認証課長  Mr. Humberto Aguilar L. 

水上交通監理部港湾代表調整官  Mr. Rolando Rizo Vega 

水上交通監理部港湾技術部責任者 Mr. Luis Garcia Olivares 

水上交通監理部港湾安全統制局長 Mr. Jorge Morales Espinoza 

Delegado DGTA （現場駐在）  Ing. Jose A. Guido Zapata 

 

（４） 内務省 

消防庁司令官  Lic. Salvador Gallo 

 

（５） 環境天然資源省 (MARENA)              

環境保護・評価部長 Ms. Edda Martinez Cruz 

 

（６） ニカラグア国土研究協会 (INETER)  

地球物理学部長 Dr. Wilfried Strauch  

地理部長 Ing. Pedro Miguel Vargas C. 

技術部長 Mr. Javier Rosfran 

 

（７） 港湾公社（EPN） 

港湾公社総裁 Mr. Roberto Zelaya Blanco 

技術部長 Msc. Ing. Joaquin Torres Solis 

港湾部副部長 Mr. Rommel Briones Gomez 

技術副部長 Ing. Onthario J. Solis 

SJDS 港湾長 Mr. Francisco Mendoza 

SJDS 会計担当 Mr. Marvin Arguello Granja 

SJDS 港湾現場責任者 Mr. Miger Granja 



A-7 

 

（８） 日本側関係者 

在ニカラグア日本国大使館 特命全権大使 加賀美充洋 

参事官 Mr. Watanabe Naohiro 

二等書記官 Mr. Omiya Kazuhito 

補佐官 Mr. Konishi Hirokazu 

JICA ニカラグア駐在員事務所 首席駐在員 山田章彦 

JICA ニカラグア駐在員事務所 駐在員 加藤憲一 

JICA 企画調整員 佐藤真江 

JICA 専門家 Dr. Taguchi Motomitsu 

 

（９） SJDS 市役所 

市長 Ing. Eduardo Holmann Ch. 

プロジェクト担当  Mr. Rigpberto Arana Herrera 

 

（１０） ENACAL（上下水道） 

代表取締役 Mr. Alberto Avellan Cordero 

人間開発計画取締役 Ing. Guillermo Leclair G. 

SJDS 責任者 Mrs. Maria Luiza 

 

（１１） ニカラグア建設協会 

代表 Mr. Alejandro Teran Bendana 

担当 Mr. Fernando Valle Davila 

 

（１２） Union Fenoza（電力） 

業務取締役 Mr. Jose A. Ley Lau 

SJDS 責任者 Mr. Julio Cesar Roche 

 

（１３） Enitel（電話） 

業務管理副取締役 Mr. Oscar D. Castillo Ortiz 

 

（１４） IMPROD（ガス・燃料輸入業者)     

SJDS 責任者 Mr. Julio Cesar Rodrigues 

 

（１５） Mares NICA NORUEGOS,S.A (NICANOR)漁業会社 

SJDS 支所管理者  Mrs. Digna Ma.Rivera G. 

 

（１６） NICAFISH 漁業会社 

SJDS 総責任者  Mr. Jorge Aguilar 

 

（１７） EXPORMAR 漁業会社 

SJDS 支所管理者       Mr. Eloy Morales 
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主要指標一覧［ニカラグア］

１９９２年 ２０００年 ２００1年 ２００２年
２００２年の
地域平均値

国土面積（１０００km2） 121 121 121 121 n.a.

人口（百万人） 4.1 5.1 5.2 5.3 525.0

人口増加率（％） 3.0 2.6 2.6 2.6 1.4

出生時平均余命（歳） 66 69 n.a. 69 71

妊産婦死亡率（ ／１０万人） n.a. n.a. n.a. 120(85-02) 193(2000)
社 乳児死亡率（ ／１０００人） n.a. 37.0 n.a. 32.0 28.3
会 一人当たりカロリー摂取量（kcal/１日）*1 2,212 2,268 2,282 2,298 2,941
指 初等教育総就学率(男)(％) 97.6 103.0 104.4 n.a. n.a.
標 　　　　　　　　　　　　(女)(％) 101.4 104.1 105.1 n.a. n.a.
等 中等教育総就学率(男)(％) 43.2 49.7 51.9 n.a. n.a.

　　　　　　　　　　　　(女)(％) 50.2 58.4 61.3 n.a. n.a.

高等教育総就学率(％) 8.9 n.a. n.a. n.a. n.a.

成人識字率（15歳以上の人口の内：％） 63.5 66.5 76.7 n.a. n.a.

絶対的貧困水準（1日1＄以下の人口比：％） n.a. n.a. 45.1 n.a. n.a.

失業率(％) 14.4 9.8 11.2 n.a. n.a.

GDP（百万USドル） 1,790 n.a. n.a. n.a. 1,670,000

一人当たりGNI（USドル） 260 520 600 710 3,280

実質GDP成長率(％) 0.4 12.8 3.0 1.0 -0.8

産業構造（対GDP比：％）

　　　農業 29.7 18.6 17.7 18.0 7.0

　　　工業 21.3 24.7 26.0 25.0 25.6

　　　サービス業 49.0 56.7 56.2 57.0 67.4

産業別成長率(％)

経 　　　農業 3.1 -18.0 1.9 -0.4 3.0

　　　工業 -2.6 -11.1 4.0 -0.4 -1.4
済 　　　サービス業 1.0 53.1 2.9 2.2 -0.4

消費者物価上昇率（インフレ：％） 23.7 11.5 7.4 4.0 n.a.
指 財政収支（対GDP比：％） -2.1 -3.9 -6.3 n.a. n.a.

輸出成長率（金額：％） 20.2 -19.2 8.7 -3.3 2.5
標 輸入成長率（金額：％） 4.3 -23.6 0.2 -0.5 -6.4

経常収支（対GDP比：％） -42.9 -23.4 -23.6 -22.2 n.a.

外国直接投資純流入額（百万ドル） 15 267 150 174 44,700

総資本形成率（対GDP比：％） 20.9 33.4 32.1 32.1 18.9

貯蓄率（対GDP比：％） -15.1 6.5 6.0 6.0 21.7

対外債務残高（対GNI比：％） 8.2 7.8 9.1 4.0 8.5

DSR（対外債務返済比率：％） 32.6 22.0 26.2 11.7 30.7

外貨準備高（対輸入月比：％） 2.4 2.7 2.1 2.5 5.1

名目対ドル為替レート*2 5.00 12.68 13.37 14.25 n.a.

（通貨単位：コルドバ Cordoba)

  政*3 政治体制：共和制。大統領が最高権力者

  治 憲法：1986年11月新憲法採択、87年1月10日発効。95年7月一部改正発効

  指 元首：大統領。ｴﾝﾘｹ･ﾎﾞﾗﾆｮｽ･ｹﾞｲｴﾙ(Enrique BOLANOS Geyer)。直接選挙制。2002年1月10日就任。任期5年。

　標         連続再選禁止

議会：1院制。92議席。直接選挙制。任期5年

出典　2004 World Development Indicators World Bank Onlineおよび書籍
　　　*1 FAO Food Balance Sheets 2004年 9月 FAO Homepage 
　　　*2  International Financial Statistics Yearbook 2003  IMF
　　　*3  世界年鑑　2004　共同通信社
注 ●(  )に示されている数値は調査年を示す。(85-02)と示されている場合は1985年から2002年までの間の最新値を示す
　　●地域はラテンアメリカ・カリブ諸国。ただし「一人当たりカロリー摂取量」における地域は中米地域
　　●「人口」、「GDP」及び「外国直接投資純流入額」の「2002年の地域平均値」においては、地域の総数を示す
　　●「妊産婦死亡率」の「2002年の地域平均値」においては、WHO・ユニセフの調整済データを示す

　　●就学率が100を超えているのは、学齢人口推計値と実際の就学データの間にずれがあるため

指標項目

資料－４ 当該国の社会経済状況 
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政府歳入・歳出［ニカラグア］

２０００年 ２００１年 ２００２年
(百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万US$)* 対GDP比**

歳入 11,063.0 11,377.0 13,593.6 953.9 36.5%

　租税収入 6,900.5 7,015.0 7,738.9 543.1 20.8%

　社会保障 1,489.4 1,834.0 2,219.4 155.7 6.0%

　贈与受取 1,873.9 1,712.0 2,578.7 181.0 6.9%

　その他 799.3 816.0 1,056.6 74.2 2.8%

歳出 9,593.9 12,044.0 11,451.3 803.6 30.8%

　人件費 1,980.9 2,395.0 2,878.4 202.0 7.7%

　財貨・サービス 1,836.3 2,443.0 1,919.9 134.7 5.2%

　固定資本減耗 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

　利払い 1,056.7 1,294.0 1,694.4 118.9 4.6%

　補助金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

　贈与支払 1,994.2 3,069.0 2,504.2 175.7 6.7%

　扶助費 1,730.2 2,063.0 2,273.8 159.6 6.1%

　その他 995.6 780.0 180.6 12.7 0.5%
財政収支 1,469.1 -667.0 2,142.3 150.3 5.8%

総支出内訳（目的別分類）［ニカラグア］
２０００年 ２００１年

(百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｵﾛ) (百万US$)* 内訳 対GDP比**

総支出 12,613.5 14,642.0 13,898.9 975.4 100.0% 37.4%

　一般サービス      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　国防      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　公安      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　農林水産業      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　エネルギー      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　鉱工業・建設業      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　運輸      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　通信      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　環境保全      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　住宅・生活関連施設      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　保健・医療      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　ﾚｸﾘｭｴｰｼｮﾝ･文化      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

　教育      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.
　社会保障・福祉      n.a.      n.a.      n.a. n.a. n.a. n.a.

注：総支出内訳における総支出には非金融資産の純増を含む 会計年度は1月～12月

 *：対ﾄﾞﾙ換算ﾚーﾄは Principal Rate, Period Average  出典はInternational Financial Statistics Yearbook 2003  IMF

**：GDPの出典はThe World Economic Outlook 2004 IMF Homepage

 出典　Government Finance Statistics (CD-ROM) August 2004  IMF      

JICAの対ニカラグア技術協力

注：年の区切りは日本の会計年度（4月～3月）。また対ﾄﾞﾙ換算ﾚーﾄはOECD Homepageによる。

出典　JICA実績表　2003年3月　国際協力機構

対ニカラグアODA実績　《我が国》 　(支出純額、単位：百万ドル）

《DAC諸国・国際機関》 　(支出純額、単位：百万ドル）

注：年の区切りは1月～12月の暦年。 (   )内はODA 合計に占める各形態の割合(%)。

出典　ODA国別データブック 2002 外務省

２００２年

２００２年

２００２年

支出総額
97 42.03 (86) 7.00 (14) 49.02 (100) ― ― (―) 49.02 (100)
98 19.95 (69) 9.07 (31) 29.03 (100) ― ― (―) 29.03 (100)
99 34.51 (77) 10.32 (23) 44.84 (100) ― ― (―) 44.84 (100)
2000 62.42 (82) 10.31 (13) 72.73 (95) 3.74 3.74 (5) 76.47 (100)
2001 51.26 (83) 9.60 (15) 60.86 (98) 3.04 1.09 (2) 61.95 (100)
累計 389.69 (66) 87.33 (15) 477.02 (81) 123.43 114.40 (19) 591.40 (100)

暦年
贈与 政府貸付

合計
無償資金協力 技術協力 計 支出純額

暦年 うち日本 合計
98 米国 65.5 ドイツ 49.6 日本 29.0 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 28.5 オランダ 26.0 29.0 323.5
99 米国 64.2 日本 44.8 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 33.3 ドイツ 28.3 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 24.4 44.8 323.4
2000 日本 76.5 米国 72.8 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 33.3 ドイツ 26.9 フランス 3.4 76.5 325.9

暦年 その他 合計
98 IDA 103.5 IDB 99.3 CEC 30.7 IMF 22.8 WFP 8.8 6.8 272.0
98 IDA 119.2 IMF 104.4 IDB 76.1 CEC 26.8 WFP 16.5 5.9 349.0
2000 IDA 85.5 IDB 60.0 CEC 42.8 IMF 21.4 WFP 8.4 17.2 235.3

1位 2位 3位 4位 5位

1位 2位 3位 4位 5位

通貨単位 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 累計

億円 11.46 10.01 11.39 12.42 10.73 111.59

百万ドル 8.76 8.79 10.57 10.22 8.56
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資料－５ 討議議事録（M/D） 

現地調査時 
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ニカラグア国 

サン・ファン・デル・スル漁業施設改善計画 基本設計調査 

協議議事録 

 

ニカラグア国政府の要請に基づき、日本国政府は「サン・ファン・デル・スル漁業施設改善計画」（以下

「計画」と称す）に係る基本設計調査の実施を決定し、その調査を国際協力機構（以下「JICA」と称す）に

委託した。 

 JICA は、ニカラグア国（以下、「ニ」国という）へ、JICA 無償資金協力部江尻主任審査員を団長とし、

2004 年 11 月 1 日～12 月 3 日を調査日程とする基本設計調査団（以下、「調査団」という）を派遣した。 

 

調査団は「ニ」国政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施した。 

 

協議および現地調査の結果、日「ニ」国双方は付属書に示す基本項目について確認した。 

 

マナグア 

２００4 年 11 月 10 日 

 

 

 

                                               

団長 江尻 幸彦                             Mario Arana Sevilla 

国際協力機構                                商工振興省 

基本設計調査団 大臣 

     

   

                    

Juan Marcos García Borgen 
外務省経済関係協力庁 

アジア・アフリカ・オセアニア局 局長 

立会人                    

 

 

                    

Miguel Marenco Urcuyo 

漁業監理局 

局長 

附属書 
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1. 本計画の目的 

本計画は、サン・ファン・デル・スル港に水揚施設・船揚施設の建設および機材を整備し、水産物の品

質向上と流通の改善を図り、水産業の振興と零細漁業者の支援を目的とする。 

 

2. 調査サイト 

調査サイトは添付資料１に示されるエリアである。 

 

3. 責任および実施機関 

3-1. 責任機関は商工振興省とする。 

3-2. 実施機関は水産監理局とする。 

 

4. 調査対象施設・機材 

協議を通じ、双方は添付資料 2 に示された施設・機材が本調査の対象であることを確認した。JICA は

今後、調査対象施設および機材の妥当性を検討する。右妥当性が確認された場合、JICAは日本国政府

の承認を得るように勧告する。計画の最終的な内容については本調査の結果を踏まえて決定される。 

 

5. 日本の無償資金協力スキーム 

調査団は「ニ」国側に対し、日本の無償資金協力スキームについて説明し、「ニ」国側は添付資料 3（和

文では省略）に記載した日本政府及び「ニ」国政府の分担事項を理解した。 

 

6. 調査スケジュール 

6-1. コンサルタント団員は、「ニ」国側と共に 2004 年 12 月 3 日まで調査を継続する。 

6-2. JICA は基本設計調査概要書をスペイン語で作成し、その内容を説明するための調査団を 2005 年

3 月上旬頃に「ニ」国に派遣する。 

6-3. 基本設計概要書が「ニ」国側に確認された後、JICA は最終報告書を作成し、2005 年 6 月頃、「ニ」

国政府に送付する。 

 

7. その他 

7-1． ｢ニ｣国側は、要請している施設・機材の維持管理に関し、水産局と既存岸壁を管理している港湾

局との責任範囲を明確にすることを確約した。 

｢ニ｣国側は、関係機関【国営港湾公社、水産監理局(ADPESCA/MIFIC)、サン・フアン・デル・ス

ル市長、漁業者代表、「ニ」国外務省経済関係協力庁等】で構成される漁業施設調整委員会を発

足させ、2005年 1月中に第一回委員会を開催すること、E/N締結後にADPESCA/MIFICが暫定

管理運営担当者を任命することを確約した。また、｢ニ｣国側は、日本側が暫定管理運営担当者が

任命されたことを確認した後に詳細設計調査を開始すること、施工終了の 3 ヶ月前に運営維持管

理に必要な人員を確保することに合意した。 

 

7-2． ｢ニ｣国側は、本計画の実施にあたって、零細漁業者の活動が計画施設で行われることの重要性を
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認識し、漁業者・仲買業者への施設の解放、漁業者の組織化を行うことを確約した。 

 

7-3． ｢ニ｣国側は、上記 7-1．に記載されている E/N 締結後に設立される運営維持管理組織が円滑に

活動を開始するために、日本側によるソフトコンポーネントの実施を要請した。なお、ソフトコンポ

ーネントの内容については、本調査期間中に双方で協議し、明確にする。 

 

7-4． ｢ニ｣国側は、要請している防波堤建設については、本計画対象外とすることに合意した。 

 

7-5． ｢ニ｣国側は、船揚施設については、防波堤を建設しないことにより、トラベルリフト方式の設置が技

術的に困難であることを理解し、スリップウェイ方式とすることに合意した。 

 

7-6． ｢ニ｣国側は、｢ニ｣国側負担事項（用地の確保、既存施設の移設、解体・撤去、水道・下水・電気の

建設予定地への引き込み等）について十分理解し、「ニ」国負担で実施する旨、確約した。また、

建設予定地内の燃料タンクは、工事実施までに｢ニ｣国側が移設することを確約した。 

 

7-7． ｢ニ｣国側は、無償資金協力のスキームについて、十分理解し、将来、本計画により整備された施

設を民間企業等の民間団体に払い下げないことを確約した。 
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添付資料 2 

調査対象施設・機材コンポーネント 

 

1. 土木施設：水揚施設、船揚施設、埋立て、舗装。 

 

2. 建築施設：事務棟、荷捌棟（鮮魚の選別・施氷用）、製氷・貯氷棟、作業小屋（船外機等修理用施設）、

ゴミ置き場、貯水槽、汚水処理施設、漁具ロッカー 

 

3. 機   材：製氷機、貯氷庫、冷蔵・冷凍室、漁船引き揚げ用ウィンチ及び船台、保冷箱、鮮魚処理台、

漁船修理用機器、発電機 
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基本設計概要説明調査時 
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資料－６ 事業事前計画表（基本設計時） 

１．案件名 
 ニカラグア共和国 サン・フアン・デル・スル漁港施設改善計画 
２．要請の背景（協力の必要性・位置づけ） 
（１）ニカラグア共和国（以下“「ニ」国”）を含む中米諸国においては、経済統合に向けての動

きがみられ、我が国は地域としての中米との関係を重視しているところである。特に「ニ」国

の内戦終結以来、我が国は「ニ」国の民主化と復興開発の努力を支援し、国際場裡において緊

密な協力関係にある。 
（２）｢ニ｣国は農業国であるとともに水産資源にも恵まれており、零細漁業の振興による雇用促進、

漁業資源の有効利用による食糧確保及び水産物輸出拡大による外貨獲得に資するための水産イ

ンフラ整備に力点をおいた水産開発計画を策定し、その中の 1つとしてサン・フアン・デル・
スル（以下“SJDS”）零細漁民の漁業開発が位置づけられている。 

（３）SJDSは太平洋側にある 30の漁村の 1つで、太平洋岸総水揚量の約 30%、全国水揚量の約
16%の水揚量を記録している。しかし、①既存岸壁前面水深が干潮時 0.9m と浅く、かつ海面
と岸壁の高低差が大きく、接岸面積が狭いこと、既存防波堤の岸壁延長及び高さが不十分なた

め港内の静穏が保てないこと等により水揚作業効率が低い。②SJDS 港が商港であるため、そ
の保安管理が厳重であり零細漁民の利用に制限が多い。③遠方の都市（131km離れたマナグア
等）から施氷用氷を供給しているため氷の価格が高く、十分な氷を積載できない等の問題を抱

えている。 
（４）「ニ」国政府は、漁業施設の整備により SJDSの鮮魚取扱量、販売量を増加させることで零
細漁民の収入の向上を図り、鮮魚の国内消費及び輸出量を増加させることを目的とした SJDS
漁業施設整備計画を策定し、無償資金協力を要請してきた。本計画では上記問題点を解決する

ために漁業施設を改善することが妥当であると判断された。 
３．プロジェクト全体計画概要 
（１）プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 
 １）目標 
   漁獲後損失が軽減されることで SJDSでの鮮魚販売量が増加する。 
 ２） 裨益対象の範囲及び規模 
   裨益対象の範囲：SJDS港、SJDS市及び「ニ」国国民 

裨益対象の規模：SJDSの漁業従業員、SJDS市民、「ニ」国国民 507万人 
（２）プロジェクト全体計画の成果 
１）漁業専用の漁港施設及び岸壁が整備され水揚効率が向上する。 
２）漁港へのアクセスが整備され、零細漁民が漁業施設を常時利用可能になる。 
３）クレーン付きトラック等による埠頭サービスにより水揚労働者数が減員される。 
４）製氷機及び冷蔵庫が整備され、氷が安価に入手でき漁獲物の鮮度保持・保存ができる。 
（３）プロジェクト全体計画の主要活動 
１）「ニ」国はプロジェクト運営のための人員（SJDS漁業施設運営調整委員会、SJDS漁業施
設運営維持管理体制）を配置する。 
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２）我が国は SJDS漁業施設及び機材を整備し、管理組織に関するソフトコンポーネントを実施
する。 

３）「ニ」国は、上記施設・機材を使用して活動を実施する。 
（４）投入（インプット） 
 １）日本側＝SJDS漁業施設：無償資金協力 12.34億円 
 ２）相手国側 
  ① 必要な人員：12人 
  ② 建設資機材：建設用地の確保、工事用仮設用地の確保、港湾上屋の一部撤去、アクセス道

路の整備 
  ③ 電気及び水道の引込ならびに事務機器・家具 
    ④ その他銀行取極め 

（５）実施体制 
 １）実施機関：商工振興省水産監理局 
 ２）主管官庁：商工振興省 
 
４．無償資金協力案件の内容 
（１）サイト 

ニカラグア共和国 サン･フアン･デル･スル港 
（２）概要 
 １）SJDS港において漁業施設の建設 
 ２）漁業施設のうち、荷捌き及び漁船修理関連機材の調達 
 ３）SJDS漁業施設運営維持管理体制従事者と漁民代表及び仲買人に対し、漁業施設の運営管理

に関する取扱い手順類の提供 
（３）相手国負担事項 
 １）建設用地の確保   
２）工事用仮設用地の確保   
３）湾上屋の一部撤去 
４）営維持管理要員の雇用 
（４）概算事業費 
   概算事業費 12.34億円（無償資金協力 12.26億円、相手国側負担 0.08億円） 
（５）工期 
 １）詳細設計・入札期間を含め約 21ヶ月（予定） 
（６）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 
 
５．外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 
（１）｢ニ｣国太平洋岸漁場での水産資源に大きな変化がないこと。 
６．過去の類似案件からの教訓の活用 
  特になし 
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７．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 
（１） プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

項   目 プロジェクト実施前 プロジェクト完了後

① パンガ（船外機零細漁船）の水揚労働者数 3人/回 2人/回 
② ランチャ（船内機零細漁船）の水揚労働者数 6人/回 3人/回 
③ 氷の価格 0.056US$/kg 0.037US$/kg 
④ 冷蔵魚の取扱量 0kg/日 200kg/日 

 
（２）その他成果指標 
   特になし 
（３）評価のタイミング 
１）施設供用開始後、2年後（2009年） 
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資料－７ PDM 

 
 
 

プロジェクトの要約 指標 指標データ入力手段 外部条件
上位目標 　

１．ADPESCAの水産統計１．「ニ」国での水揚げ量
２．「ニ」国での水産物輸出量
３．「ニ」国での水産物消費量

１．SJDSでの漁港統計 １．SJDSの水揚げ量・利用漁船数 ・SJDS漁民数、総漁船数

プロジェクト目標
１．水揚げ効率 １．１隻あたりの水揚げ時間

２．取り扱い漁獲量 ２．SJDSの取扱量、高

成果
１．ＳＪＤＳに漁港機能が創出される １．SJDSの漁業施設

の運営
１．調整委員会の開催状況

２．零細漁民が24時間利用可能にな
る

２．管理者の運営・管
理状況

２．運営報告書

３．水揚げ効率が向上する ３．岸壁の利用状況 ３．水揚げ量記録
４．氷が安価に入手でき漁獲物の鮮
度保持が出来、浜値が上昇する ４．取引価格 ４．荷捌き場での取引値記録

５．零細漁民が主体的に鮮魚取引に
関与でき、仲買人依存体質が改善さ ５．漁民収入 ５．漁船操業経費調査記録

６．鮮魚流通量が増加し、零細漁民
の収入が安定する ６．取扱漁獲量 ６．運営報告書

活動 投入
日本側 日本側
１．施設 １．施設
　　漁港基本施設の整備 　　岸壁の建設
　　陸上施設の整備 　　荷捌き場の建設

　　管理棟の建設
　　冷蔵冷凍室の建設

２．機材 　　製氷機搬送装置の整備
　　流通関連資材の整備
　　漁船修理用機材の整備 ２．機材

　　荷捌き場関連資材供与

３．ソフトコンポーネント 　　漁船修理用機材供与
　　運維持管理手順類の提供 　　保冷箱・魚箱供与
　 　　水揚げ用機材の供与

３．ソフトコンポーネント
　　作業標準、手順類

「ニ」国側 「ニ」国側
１．漁業施設の運営管理の実施 　　調整委員会の発足
２．日本側活動の補助 　　運営維持体制の発足

　　運営予算の確保

３．運営維持管理の実施
と継続的な改善

１．漁業施設運営が継続
して行われる

２．零細漁民への講習・
訓練の実施

１．投入施設・機材に関
連した通関・輸送の手続
きが順調に行われる

２．作業標準等の継続的
改善

鮮魚販売量が増加することで鮮魚の
国内消費及び海外輸出量が増加す
る

・漁獲後損失が軽減されること
・サン・ファン・デル・スルでの鮮魚販
売量が増加する

・「ニ」国漁港数、漁民
数、総漁船数

・SJDSの漁場での水産
資源に大きな変化がな
いこと
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